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2024年の賃上げ目標は5％以上！
中小企業が受けられる賃上げ促進税制

〒284-0043 千葉県四街道市めいわ3丁目20番12号

～認定支援機関で対応できます～

・各種補助金申請
・経営改善計画書の作成
・創業支援
・優遇金利での資金調達 など

ひらのゆうじ税理士事務所 （認定経営革新等支援機関）

TEL：043-356-0374 MAIL：info@77hirano-cpta.com

ひらのゆうじ税理士事務所からNewsLetterを配信！2024年1月号









